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富山県では、飼い主のいない猫を徐々に減らし、地域環境の問題等を解決するための
手段の一つとして「地域猫活動」を勧めています。
地域猫活動は、その地域に合った方法で、餌やトイレの管理、不妊去勢手術の徹底、
周辺美化などルールに基づいて適切に飼育管理し、これ以上数を増やさず、一代限り
の生を全うさせることを目的としています。
本書は、地域猫活動への理解が深まり、「人と動物の共生する社会」の実現に向けた
一助となるよう作成したものです。

「猫を助けたい方」と「猫に困っている方」が、飼い主のいない猫に関する問題を地域
の共通課題として捉え、お互いに歩み寄り、地域住民の合意のもと地域猫活動を行う
ことで、長期的な視点から飼い主のいない猫を減らしていくことを目指しましょう。

飼い主のいない猫とは？
猫が地域にいる＆増える原因

飼い主のいない猫トラブルを解決するために

地域猫活動を始めよう

地域猫活動の進め方

所有者のいない猫の不妊去勢手術補助金の
交付について
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飼い主のいない猫とは、人間の生活圏に生活する猫のうち、
特定の飼い主が存在せず、屋外で生活する猫を指します。
飼い猫を屋外に出す飼い方をする人もいるため、外にいる猫
が飼い主のいる猫なのか、いない猫なのかが明確でないケース
もあります。

お腹を空かせている猫がかわいそう…という気持ちをもつこと
は悪いことではありません。
ただし、ルールもなく無責任に餌やりを行うことが、トラブル
の原因につながることがあります。

例えば…
・　猫同士で繁殖が盛んになり、子猫が生まれ、猫が増える。
・　猫を好まない人が糞尿などの被害で余計に猫を嫌う。
・　猫が集まり、猫の喧嘩による怪我、感染症や交通事故が起こる。
・　餌の放置で餌自体がゴミになり、不衛生になる。
　　（カラスなど猫以外の動物がその餌に集まってくる）

「猫がかわいそう」という理由で、
　　　　　無責任に餌やりを行っている

「室内は狭そうだし退屈そう…自由に外に出られたほうがいいはず」
「家のネズミの駆除してほしいから、家の中も外も自由にさせている」
室内の飼育環境が整っていれば、猫は十分室内で飼育できます。
（猫の適切な飼育環境についてはP8を参考にしてください）
飼い猫を不妊去勢手術を行わないまま外に出すと、外で暮らす他の猫と接触する
機会が増え、「妊娠してしまう（妊娠させてしまう）」場合があります。

また、ネズミ対策として猫を飼うのはやめてください。
ネズミ対策用品を積極的に活用してみましょう。

飼い猫を不適正に飼っている

飼い主のいない猫とは？

猫が地域にいる＆増える原因
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飼い主のいない猫トラ 

地域猫活動で

地域の問題として協力  

これ以上、飼い主のいない猫が原因   
にするためには…？

下記のような行動をとらないよう   

無責任な餌やり 猫が増える

爪とぎや
　　糞尿被害

動物虐待の誘発
近所トラブル

「飼い主のいない猫でも、生きているんだから何かしてあげ
だ」と思っている人もいます。

まずは、なぜ地域で猫が居つくのか、繁殖するのかを確認し

無責任に餌をあげている
あなたが、嫌われる猫を
つくっています。

餌やりには、責任があります

地域猫
  とは？

特定の飼い主がおらず外で生活する猫
で、地域の理解と協力を得て、地域
住民の認知と合意が得られている猫
のことです。
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ブルを解決するために

問題解決してみませんか？

 して取り組みましょう。

 のトラブルが起きないよう

  に協力してもらうことが必要です。

たい」と思っている人だけでなく「飼い主のいない猫は迷惑

てみましょう。

「猫の糞尿で庭が汚れる」
「車にひっかき傷ができる」
外にいる猫はいなくなればいいのに…

猫も人から虐待などを受けると、警戒心や人間不信が
強化され、ますます困り事がエスカレートする結果に
なることもあります。

罠の設置や過剰に怖がらせる行為は
してはいけません

だからといって虐待したり傷つけたりすることは犯罪です。

猫を含む愛護動物の虐待・遺棄は、
１年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は、
５年以下の懲役または 500万円以下の罰金となります。

地域猫活動
って？

地域住民と飼い主のいない猫との共生
をめざし、地域住民が主体となって
不妊去勢手術や餌の場所のルール化、
排泄物の処理や周辺の清掃などを行う
活動のこと。

STOP
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地域猫活動を始めよう

猫が好きで助けたい人

餌餌やトイレのやトイレの管理管理を
しっかりしっかり行う

餌やトイレの管理を
しっかり行う

活動活動の進み具合具合を
見守見守る

活動の進み具合を
見守る

地域全体で協力地域全体で協力地域全体で協力

推進しようとする人たちが中心となり、行政への相談と、困っている人の理解と協力
を求めて進めて行ってください。
今まで「猫が嫌いだ！」といっていた人も「一代限りなら…」と対応を和らげてくれる
ことも多くありますので、丁寧に説明して協力をお願いしましょう。

不妊去勢手術を行い、繁殖を制限することや、餌やりを管理することで、徐々に地域
に暮らす猫の数が少なくなり被害も減ります。

それぞれの地域の事情に応じた「地域猫活動」を行い、人も猫も安心して暮らせる環
境を整えていきましょう。

・猫がかわいそう。

・自分では飼えないけど、
餌をあげたい。

・不幸な猫が増えるのは
防ぎたい。

ある程度の飼育管理を行う
ことで、適切な餌やりや
健康状態の確認ができる

新たに子猫が生まれなく
なり、不幸な猫が減少する

地域の猫が少なくなり、
困り事が減少する

トイレの場所が決まること
で、周辺の環境美化が
すすむ

猫が苦手で困っている人
・庭や駐車場に糞や
尿をされて困る。

・鳴き声がうるさい。

・子猫が生まれ、地域で
猫が増えた。
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ステップ

ステップ

ステップ

ステップ

ステップ

地域猫活動の進め方

餌やトイレの管理を
しっかり行う

活動の進み具合を
見守る

地域全体で協力

1 グループの結成
まずは仲間を見つけましょう。
地域住民２名以上でグループを作ります。
一人でできることには限界がありますので、地域の中で
協力者を集めます。

2 地域住民の理解
町内会の会合や回覧板などで地域猫活動について理解を得ます。
理解を得る前に始めると誤解やトラブルのもとになります。

3 活動のルール作り
餌や手術等の費用確保、餌やりの場所・時間（置き餌は厳禁！）、
トイレの設置・清掃、不妊去勢手術のための猫の数の把握と捕獲など、
活動のルール作りと役割分担を決めます。

地域には様々な考え方の人がいます。
それぞれの歩み寄りがポイントです。
感情をぶつけるのではなく、合理的に
話し合いましょう。

周辺環境を守ることができる
ルール作りがポイントです。

4 不妊去勢手術の実施
動物病院で不妊去勢手術と手術済みであることが分かるように
耳先をV字カットしてもらい、元の場所に戻します。

県では手術費用に補助金を
交付しています。（P６参照）

5 ルールに基づいた地域猫の管理
作ったルールに基づき、地域猫の管理を継続します。
看板の設置や地域住民による見回りなど、
捨て猫防止を徹底します。

できるだけ一度に全ての猫を手術しましょう
根拠となる法律がないため、県や市町村では猫の捕獲は行っていません
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申請の流れ

富山県では、富山県内（富山市除く）に生息する、所有者がいないことが明らかな猫
を対象に、不妊去勢手術に対して補助金を交付しています。

ただし、飼い猫については補助の対象とはなりません。

所有者のいない猫について、申請の前に
厚生センター・支所にご相談ください。
（p９お問い合わせ先参照）
申請書は、郵送または各厚生センター・
支所で配布します。

※注意点
申請は自治会長や町内会長等
または動物愛護推進員からのみ
受け付けています。
申請にあたっては、自治会長や
町内会長等にご相談ください。

①事前相談

申請に必要な書類を記入し、申請書提出先まで送付ください。
申請内容の審査が必要になるため、原本郵送前に、メールや FAX で
送付いただくとスムーズに手続きが進みます。

②補助金申請

申請書を送付いただいた後、記載内容に
不備がなければ、２週間ほどで交付決定
通知をお送りします。

③交付決定通知の受取
※注意点
交付決定前の手術
　　　　⇒補助金対象外

交付決定後の手術
　　　　⇒補助金対象

交付決定通知受取後に
猫の不妊去勢手術を実施してください。
手術は、申請者自身で動物病院を探し、
実施をお願いします。

④手術の実施 ※注意点
　以下の書類や実施が必要です
・手術前後の猫の写真
・手術したことがわかる領収書
・手術後の猫には耳カットの実施

所有者のいない猫の不妊去勢手術
補助金の交付について
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必要な書類を記入し、手術前後の写真と領収書の写しを添付し、申請書提出先
まで送付ください。
記入内容が適正か確認するため、事前にメールや FAX で送付いただくとスムーズ
に手続きが進みます。

⑤実績報告

提出書類を確認し、問題がなければ 2 週間ほどで確定通知を送付します。
確定通知に同封されている請求書に振込口座等を記入し、返送してください。
※注意点
　振込先と申請者の名前が異なる場合、補助金受取のための委任状の記入が必要です。

⑥額の確定通知の受取

請求書を確認し、ご指定の口座にお振込みします。

⑦補助金の受取

申請書提出先
富山県厚生部生活衛生課　食品乳肉係
〒930-8501　富山市新総曲輪 1-7（富山県庁内）
TEL：076-444-3230　FAX：076-444-3497

補助額や制度の
詳細はこちら

まずは、お住まいの地域の厚生センター・支所にご相談ください
（p９お問い合わせ先参照）

地域猫活動を効果的に行うには、飼い猫を適切に飼うことが大切です。
外に出ている飼い猫が不妊去勢手術をしていないと、地域猫活動が
「意味のない活動」になってしまいます。
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動物の終生飼養について
・飼い主には終生飼養の責任があります。
飼い猫の年齢や病気等を理由に手放したりしては
いけません。
・ペットと健康に過ごすため、動物の知識を学び、
　感染症予防や快適な環境づくりを行いましょう。
・飼い主の病気等で飼養継続が困難となった場合は、
　ご自身で新たな飼い主を探してください。
・愛護動物を虐待・遺棄することは、１年以下の懲役
　または100万円以下の罰金となります。

適正飼育のお願い
猫を飼うことは、生活に安らぎや潤いを与えてくれます。
そのためには、猫の特性や習性を知り、適正な飼育を行うことが
必要です。下記に一般的な室内飼育のポイントを紹介します。
改めて、ご自宅の飼育環境を見直してみましょう。

出典：環境省「宣誓無責任飼い主０宣言」

猫を飼っている方へ
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飼い猫を外に出さないようにしましょう

迷い猫や飼い主のいない猫に関する相談は下記のお問い合わせ先まで
ご連絡ください。（厚生センター・支所では猫の捕獲は行っておりません）

出典：環境省「宣誓無責任飼い主０宣言」

厚生センター 管轄地域 電話番号

富山市保健所 富山市 076－428－1154

新川厚生センター
　　　　魚津支所
中部厚生センター
高岡厚生センター
　　　　射水支所
　　　　氷見支所
砺波厚生センター
　　　小矢部支所

黒部市・入善町・朝日町
魚津市
滑川市・上市町・立山町・舟橋村
高岡市
射水市
氷見市
砺波市・南砺市
小矢部市

0765－52－1225
0765－24－0359
076－472－4094
0766－26－8417
0766－56－2666
0766－74－1780
0763－22－4507
0766－67－1070

お問い合わせ先
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本冊子に掲載した写真は、令和６年度我が家のアイドルにゃんコンテストに
応募いただいた写真の一部を使用しています。

発行元：富山県厚生部生活衛生課　TEL:076-444-3230


